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本件は、「外環の２」道路計画の是非を問う裁判である。  

 

１ 裁判で問われている３つの点  

  この裁判では、大きく、次の３点が問われている。  

  第１に、都市計画、あるいは道路計画に関して、司法はいかなる役割

を担うべきか。  

第２に、都市計画法に基づいて正当性が認められる都市計画、道路計

画の範囲はいかなるものか。都市計画決定時からその後大きな状況の変

化があった場合に、都市計画、道路計画は、なお、正当性を認め得るか。  

  第３に、「外環の２」道路計画は、現在においてもなお、必要性を認

め得るのか。幅員４０メートルの道路計画に、必要性を認め得るのか。 

  以下、これらについて、本件訴訟で特に重要と思われる点を踏まえて

述べる。  

 

２ 司法の役割について  

  第１点、司法の役割は、法的には、都市計画の処分性を認めうるかの

問題である。  

  この点に関しては、都市計画の決定権限が、国から都道府県、市町村

へと次第に小さな行政単位に認められるようになってきていること、一

般に、行政に対する司法的チェックの必要性が高まっていること、等か

ら、都市計画も司法審査の対象とすべき要請が高まっており、下級審で

は処分性を認める判決も下されていることを踏まえるべきである。  

  特に、本件は、一般の都市計画・道路計画とは異なる特徴を有してお

り、司法によるチェックを得る必要性が特に高い。  

  まず、本件計画は、４０年の長きにわたり凍結され、住民は、長年、



土地収用がされるかもしれない、されないかもしれないという不安定な

立場におかれてきた。このような不安定な立場、不安な立場に住民をお

く期間として、長すぎる。  

  つぎに、本件道路計画は、「外環本線」が大深度地下の計画に変更さ

れた後、「外環の２」の今後のあり方について３つの案が示され、さら

に、その後練馬区内３キロ区間について都市計画変更決定が行われ、他

方、杉並区の一部区間について都市計画法２１条の２に基づく廃止提案

が行われている。こうした事実から、「外環の２」が、昭和４１年当時

の決定内容を維持できない状態となっていることは明らかとなってい

る。  

他方、この間の東京都の対応は、地上に影響を及ぼさないといいなが

ら「外環の２」計画を残す、「外環の２」を進めないとしながら、練馬区

１キロ区間について事業認可を行うなど、住民を欺くかの進め方をして

おり、住民に行政に対する不信感が醸成されてしまっている。  

本件訴訟の過程では、８００通を超えるアンケートが寄せられ、また

住民の協力によって計画地沿線の街の姿を示す写真が集められた。これ

らにも表れているとおり、地域住民の司法への期待は高い。  

  このような特殊性に鑑みれば、一般の都市計画に比べても、本件は司

法判断の必要性は特に高いというべきである。  

 

３ 「外環の２」計画が都市計画法により正当化される範囲を超えた事態

となっていることについて  

（１）概要  

  本件において原告は、「外環の２」計画の都市計画法１３条違反を主

張している。  

第１に、「外環の２」では、計画が前提とした重要な基礎事実が失われ



ている（東京高裁平成１７年１０月２０日判決、最高裁平成１８年１１

月２日判決）。  

第２に、「外環の２」は、「外環本線」計画が地下化した目的と矛盾す

る計画となっている（角松生史教授意見書（甲６４））。  

これらの点について、被告東京都は最終準備書面において抽象的な反

論をするのみで、具体的反論をしていない。  

（２）都市計画法１３条違反  

  第１点について、敷衍すると、昭和４１年、「外環の２」計画は、高

架式高速道路である「外環本線」が計画地の真ん中を通ることを前提に、

幅員４０メートルの道路計画としてたてられた。しかし、高架式高速道

路が通るという重要な基礎事実は、「外環本線」の計画変更により、失

われている。都市計画法に基づく手続きは、高架式高速道路の存在を前

提として、その限りにおいて都市計画道路としての必要性、妥当性を審

理し、計画決定が行われたものである。重要な基礎事実が失われ、これ

を異にする状態となっている以上、「外環の２」計画に正当性を認める

ことはできない。  

  第２点について、「外環本線」が大深度地下化されたことにより、「外

環本線」と「外環の２」は矛盾する計画となっている。平成１９年の「外

環本線」の変更決定は、できるだけ地上部へ影響を及ぼさないという目

的のもとに行われた。幅員４０メートルの「外環の２」の存在は、かか

る目的に明らかに反する。  

都市計画法第１３条により、都市計画には、相互に一体性・総合性が

求められる。  

大深度地下方式の「外環本線」と「外環の２」の併存は、一体性・総

合性に反するのであり、このことはだれの目にも明らかである。  

（３）違法となった時期に関する問題等  



  上記の２点は、昭和４１年の都市計画決定後、平成１９年に「外環本

線」計画を大深度地下に変更決定したことにより、生じた事態である。

「外環の２」計画は、この変更をもって、都市計画法１３条に反する事

態となった。  

  都市計画は、長期間継続して、私権を制限し続けるものである。その

存続の途中でその正当性を失った場合には、当然、その違法が宣言され

なければならない。  

  そして、都市計画法１３条に適合しない状態となったことによる法的

効果として、計画自体の違法、無効、行政の変更義務等が導かれる。  

 

４ 「外環の２」の必要性  

  道路計画の必要性は、どちらかといえば政策的判断になじむ問題であ

るが、司法判断においても、実質的にはその審査・判断が行われている。  

  本件「外環の２」において、道路としての必要性は乏しいことは比較

的明らかである。  

東京都は、本件訴訟においても、また、住民への説明においても、必

要性の点において、私権の制限の継続を正当化できるだけの理由を、明

らかにできていない。  

道路としての必要性について、東京都が提出した資料とによっても明

確な必要性は見出し難く、費用対効果や費用便益分析など、具体的根拠

に基づいた必要性を提示し得ていない。  

「外環の２」が必要でないことは、特に、武蔵野市においては顕著で

ある。  

武蔵野市の計画地周辺は南北に多数の道路が延びており、南北交通に

は支障はないし、緊急車両の通行も可能である。また、地元自治体であ

る武蔵野市は、「外環の２」の必要性を認めていない。「外環の２」は地



域道路としての計画であるが、地域道路としての必要性については、地

域住民がより適切な情報を有しており、地域住民の意向が尊重される必

要性は高い。  

 

５ まちづくり～次世代に何を残すか  

  承継人上田圭子の陳述書（甲１６０）にあるとおり、まちの姿やそこ

に暮らす人々の社会には歴史の蓄積があり、過去から未来へ引き継いで

いくべきものがある。  

  本件で提出されたアンケートや写真に現れている、まちの姿や人々の

まちへの思いやつながりこそ、時代に残すべきである。  

本件訴訟係属中に逝去した原告は、弁護士でありながら、自ら原告と

して訴えを提起した。法律家として、市民として、住民の一人として、

問うべきものがあったから、原告により本件訴訟が提起された。  

  本件において、司法が適切な姿勢と判断を示すことを切望する。  

以上  

 

 


